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令和 3年度富山県ＩＣＴ教育推進事業 

ＧＩＧＡスクールサポーター業務に係る公募型プロポーザル実施要領 
 

１．業務概要 

(1) 目的 

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、義務教育段階の児童生徒に１人１台のＩＣＴ端末が配備

されることを踏まえ、本県では、県立高校および特別支援学校高等部の生徒にも公費による１人

１台のＩＣＴ端末を配備する。こうした端末の効果的な活用を図るため、教員のＩＣＴ活用指導

力の向上や生徒の端末活用能力の育成はもとより、運用上の技術的なトラブル対応への支援な

ど、教育現場を支える専門人材の派遣をはじめとする支援体制を構築し、ＩＣＴ教育に向けての

推進体制を支えることを目的とする。 

(2) 業務名 

令和 3年度富山県ＩＣＴ教育推進事業 ＧＩＧＡスクールサポーター業務 

(3) 業務内容  

別紙「令和 3年度ＩＣＴ教育推進事業 ＧＩＧＡスクールサポーター委託業務仕様書」(以下「仕

様書」という)のとおり。仕様書の要求要件は必須とし、契約期間や契約条件は受託候補者の提案内

容によって、仕様を変更する場合がある。 

(4) 業務委託期間 

契約締結日の翌日から令和 4年 3月 28日（月）まで 

(5) 選定方法 

本プロポーザル方式は、公募型として書類審査とプレゼンテーション審査等による選定とする。

提案者が 1者のみの場合は、所定の審査の上、提案者の選定を行うものとする。 

 

２．業務に要する費用(事業費限度額) 

17,545千円 (取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む) 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（事業費限度額）を超過した場合は失格とする。また、

この限度額とは別に契約手続きの中で予定価格が設定される。 

 

３．参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者になろうとする者）は、次に掲げる事項を満たすものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 富山県の競争入札参加資格の審査を受けた者であって、提案書提出期限の前日までに富山県会計

規則（昭和 62 年富山県規則第 17 号）第 86 条第 3 項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載

されている者であること。 

(3) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始

の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の

申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は破産法(平成 16年法律第 75

号)に基づく破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

 

４．参加手続き 

(1) 参加申込み 
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プロポーザルへの参加を希望する場合は、参加申込書（様式１）を令和 3年 7月 5日（月）午

後 5時まで（必着）に県立学校課高校教育係に郵送又は FAXにて提出すること。 

(2) 本プロポーザル実施に関する質問 

本プロポーザル実施に関する質問は、令和 3年 7月 6日（火）午後 5時まで（必着）までに質

問書（様式２）へ記入のうえ、電子メール又は FAXにより送付するものとし、電話及び口答によ

る質問は受け付けない。 

また、質問に対する回答は原則として令和 3年 7月 8日（木）午後 5時までに申請書を受理し

た全社に電子メールで回答する。 

 

５．企画提案書等の作成及び提出 

 本プロポーザルへの参加を申し込んだ者は「仕様書」を踏まえ、次のとおり企画提案書等を提出する。 

(1) 提出期限 

令和 3年 7月 19日（月）午後 5時（必着） 

(2) 提出場所（問合せ先） 

  〒930－8501 富山市新総曲輪 1-7 

  富山県教育委員会県立学校課 

  持参又は郵送とする。 

(3) 提出書類及び必要部数 

 ① 業務の実施体制等各種調書及び企画提案書提出届（別紙様式３） 原本 1部 

  ② 実施体制等各種調書 原本 1部 

   (ｱ) 会社の業務概要（Ａ４縦・横書き） 

   (ｲ) 業務実績調書（別紙様式４） 

   (ｳ) 統括責任者調書（別紙様式５） 

③ 企画提案書 原本 1部、副本 10部とし、副本については提案者情報を黒塗りする。 

④ 参考見積書（任意書式） 原本 1部 

※ 事業費限度額以内とする。積算根拠が明確であること。 

 (4) 企画提案書の書式 

   ① Ａ４縦長、又はＡ４横長のいずれかに統一し、横書き両面とすること。 

   ② 提案書本文は 20ページ以内とすること（表紙、目次等は除く）。 

   ③ 以下に掲げる内容については必ず記載すること。 

・事業に対する基本方針 

    ・運用支援体制（連絡窓口の設置、ＧＩＧＡスクールサポーターの派遣、授業実践事例の管理 

を含む） 

    ・ＧＩＧＡスクールサポーターによる支援方法・内容 

   ④ ③の他、当該事業の特性や継続性等を踏まえた提案等を記載可能。 

 

６．審査方法及び審査結果 

(1) 審査方法 

提出された実施体制各種調書及び企画提案書の内容審査（以下、「書類審査」という。）及びプレ

ゼンテーション審査により、７．審査基準及び配点 に示す審査基準に基づいて審査を行い、最も

得点の高い提案者を受託候補者とする。 
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参加者が多数の場合は、書類審査により一定数の者を選定し、その中からプレゼンテーション審

査を行い、受託候補者を選定する。また、参加者が 1者の場合は、書類審査のみで選定する。 

なお、審査は非公開とする。 

(2) プレゼンテーション審査 

① 実施予定日：提案者と調整の上決定する。 

② 実施場所 ：富山県庁内会議室 

※ 詳細については、対象者に別途通知する。 

③ 実施方法：1者あたりの時間は 20分以内とし、質疑応答の時間として別に 10分程度設ける。 

※ 説明者は、提案者のうち本事業を担当する者で 3名以内とする。また、説明は本事業の目

的及び技術的特徴を網羅的に理解している者が実施することとし、提案者以外の者のみの説

明は不可とする。 

※ プレゼンテーションの補助業務及び質疑応答の対応者として、説明者本人を含め最大 5人

までの参加を認める。 

(3) 審査結果の通知 

審査結果は後日書面で採否のみ通知する。また、審査結果に対する異議申し立てはできない。 

 

７．審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査する。ただし、価格点は各評価項目に対するＡ評価から

Ｃ評価による加点方式、企画提案点は各評価項目に対するＡ評価からＤ評価による加点方式を採用する。 

・価格点 ：35 点 

・企画提案点 ：185 点   計 220点満点 

 

 ＜価格点の審査基準＞ 

   ・見積金額 

   ・積算根拠の提示 

＜企画提案点の審査基準＞ 

(1) 基本事項 

・本県の取り組みに対する理解度 

・類似事業の履行実績（ICT支援員派遣、ヘルプデスク業務等） 

・事業全体の運用体制 

・個人情報保護及び秘密保持に対する対策 

・本業務に対する追加提案 

(2) 支援業務 

・ＧＩＧＡスクールサポーターの訪問回数および時間 

・学校の要望に迅速かつ適切に対応するための方策 

・ＩＣＴ機器のトラブルに関する支援内容 

・教員研修に関する支援内容 

・教育用クラウドサービス活用に関する支援内容 

・作成する対応マニュアルの項目及び内容 

・高校生向け１人１台端末操作研修用動画制作上の工夫 

・授業実践事例の管理方法および教員へのインフォメーションの方法 

・ＧＩＧＡスクールサポーターを支える体制 
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 yoichiro.makita@pref.toyama.lg.jp 

８．契約の相手方の決定方法 

県は受託候補者と業務履行に必要な具体的な協議を行い、協議が調った場合は、受託候補者から改め

て見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。 

なお、受託先候補者と協議が調わない場合は、得点が 2番目に高かった者と改めて協議を行う。 

 

９．日程 

令和 3年 6月 28日（月） プロポーザル募集開始 

令和 3年 7月 05日（月） プロポーザル参加申込み締切り 

令和 3年 7月 06日（火） 質問書提出締切り 

令和 3年 7月 19日（月） 企画提案書等提出締切り 
 

   ※プレゼンテーション審査 実施の場合 

令和 3年 7月 下旬 プレゼンテーション審査 

令和 3年 8月 上旬 受託候補者の決定 

   ※プレゼンテーション審査 未実施の場合 

令和 3年 7月 下旬 受託候補者の決定 
 

10．失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、その

提案を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出書類及び必要部数、企画提案書の書式等の条

件に適合しない書類の提出があった場合 

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) 提出書類に記載された内容において、明らかに公正な競争を阻害する又は事業実施に支障を来す

恐れがあると判断される場合 

 

11．その他 

(1) 企画提案は、参加業者 1社につき 1案とする。 

(2) プロポーザル参加に要するすべての費用は参加者の負担とする。 

(3) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(4) 提出された企画提案書等は、富山県情報公開条例（平成 13 年 6 月 27日富山県条例第 38号）に

基づく情報公開の対象となる。 

 

12．担当部署（提出・問合せ先） 

〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7 

富山県教育委員会県立学校課高校教育係 牧田 

TEL：076－444－3450（直通） 

FAX：076－444－4437 

 E-mail： 


